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In brief 

2021 年度（令和 3 年度）税制改正による、役員等以外の者としての勤続年数が 5 年以下である者に対する

退職手当等（短期退職手当等）についての改正（以下、「本改正」）を受けて、国税庁から「短期退職手当等

Q&A」（以下、「Q&A」）が公表されました。 

In detail 

役員としての勤続年数が 5 年以下である場合の退職手当（特定役員退職手当等）については、平成 24 年
度税制改正により、退職所得控除額控除後の額についての 2 分の 1 課税の適用が廃止されています。本

改正では、勤続年数 5 年以下の法人役員等以外の退職所得（短期勤続年数に対応する退職手当等）につ

いても、下記の通り、退職所得控除額控除後の金額のうち 300 万円を超える部分について、2 分の 1 課税

の適用が廃止されるとともに、源泉徴収税額の計算方法も見直されることになりました。 

① 当該短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が 300 万円以下である場合 当
該残額の 2 分の 1 に相当する金額 

② 上記①以外の場合･･････150 万円＋（収入金額－（300 万円＋退職所得控除額（＝40 万円 X 勤続年

数と 80 万円のいずれか大きい額））） 

上記の改正は、2022 年分以後の所得税について適用され、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法

の改正は、2022 年 1 月 1 日以後に支払うべき退職手当等について適用されます。 

  

 
（出所： 財務省 「令和３年度税制改正」パンフレットより引用） 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21_pdf/zeisei21_all.pdf
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なお、改正法の適用関係は、「収入すべきことが確定した日」、即ち退職手当等の支給の基因となった退職

の日をもって判定されます（所得税基本通達 36－10 により判定される場合もあります）ので、2021 年 12 
月 31 日以前に退職した使用人に対して、2022 年 1 月 1 日以後に退職手当等を支払う場合は、改正前の

制度が適用されます（Q&A Q2）。 

本改正における短期退職手当等に係る「短期勤続年数」は、原則として役員等以外の者として勤務した期間

により計算した勤続年数（1 年未満の端数がある場合は、その端数を１年に切り上げたもの）が 5 年以下で

あるものをいいます。但し、当該勤続年数に役員等勤続期間がある場合には、その役員等勤続期間を含め

て短期勤続年数の年数（5 年）が判定されます（使用人勤続年数が 2 年、役員勤続年数が 4 年の場合は、

使用人分の退職手当は短期退職手当等に該当しない（Q&A Q3，11）。このような場合の源泉徴収税額は、

それぞれの退職手当について、短期退職手当等、または特定役員退職手当等の該当の有無を判定し、源

泉徴収税額を計算します（Q&A Q10）。 

同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合は、それぞれの退職手当等ごとに、

短期退職手当等、特定役員退職手当等又は一般退職手当等(短期退職手当等と特定役員退職手当等のい

ずれにも該当しない退職手当等)に該当するか否かを判定します（Q&A Q4）。 

その他のより詳しい制度の解説につきましては、下記の国税庁ウェブサイトをご参照下さい。 

【参考情報】 

国税庁ウェブサイト： 

「短期退職手当等 Q&A」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf 
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